










１５　陸の豊かさも守ろう
　　　陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進、持続可能な森
　　　林の経営、砂漠化への対処，ならびに土地の劣化の阻止・回復及
　　　び生物多様性の損失を阻止する

　自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有する
といえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、
国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。

１６　平和と公正をすべての人に
　　　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての
　　　人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果
　　　的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

　平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。
地域内の多くの住民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも
自治体の役割といえます。

１７　パートナーシップで目標を達成しよう
　　　持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パート
　　　ナーシップを活性化する

　自治体は公的／民間セクター、住民、N G O／ N P O など多くの関係者を結び付け、
パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築して
いく上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。

出典：ＩＢＥＣ＊「私たちのまちにとってのＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドラインー2018年3月版（第２版）」

（3）第 5次斑鳩町総合計画における 24 の施策分野とＳＤＧｓの 17 のゴールの関係

 1 災害に強いまちづくり           ●  ●    ●

 2 防犯・生活安全の向上         ●  ●     ● ●

 3 ライフラインの確保      ●   ●        ●

 4 道路・交通網の整備         ●  ●      ●

 5 住宅・生活環境の整備         ●  ●      ●
 6 循環型社会の推進・
　　   環境保全      ● ●     ● ● ● ●  ●

 7 持続可能な行財政経営                ● ●

 8 子育て環境の充実 ● ● ●  ●            ●

 9 子どもの教育の充実 ●   ●      ●       ●

 10 子どもを守るしくみの充実 ●   ●      ●       ●

 11 健康づくり   ●              ●

 12 高齢者の福祉・介護の充実   ●        ●      ●

 13 障害者福祉の充実   ● ●    ●  ●       ●
 14 安定した社会保障制度の
 　 運営 ●  ●              ●

 15 生涯学習・生涯スポーツの
　 推進    ●             ●

 16 住民活動と協働の推進                ● ●

 17 男女共同参画社会の推進    ● ●   ●  ●      ● ●

 18 人権・平和社会・多文化共生 ●   ● ●   ●  ●      ● ●

 19 観光まちづくりの推進        ● ●        ●

 20 商工業の振興        ● ●        ●

 21 農業の活性化  ●             ●  ●

 22 歴史・文化遺産の保全と
　 活用    ●             ●

 23 文化・芸術の振興    ●             ●

 24 風景・景観・自然環境の保全               ●  ●
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